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情
報
公
開
法
の
制
定
は
、
い
ま
や
国
際
的
す
う
勢
と
な
り
、
我
が
国
で
も
文
字
ど
お
り
の
国
民
的
要
望
と
な
つ

て
い
る
。 

政
府
の
こ
の
措
置
は
、
国
民
の
情
報
公
開
法
制
定
要
求
か
ら
み
れ
ば
、
極
め
て
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
が
、
国

民
の
要
望
に
こ
た
え
て
歴
史
の
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
点
で
も
、
後
世
に
歴
史
を
正
確
に
伝
え
る
と
い
う
点
で 

も
、
今
後
一
層
の
推
進
を
図
る
必
要
が
あ
る
。 

政
府
も
、
こ
う
し
た
世
論
の
も
と
に
、
一
九
八
〇
年
五
月
二
十
七
日
、
「
情
報
提
供
に
関
す
る
改
善
措
置
等
に 

 

つ
い
て
」
の
閣
議
了
解
を
行
い
、
情
報
公
開
法
制
定
に
至
る
ま
で
の
過
渡
的
措
置
の
一
環
と
し
て
、
国
の
行
政
に

関
す
る
公
文
書
そ
の
他
の
記
録
（
以
下
「
公
文
書
類
」
と
い
う
。
）
の
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
と
、
同
館
に
お
け
る

公
文
書
類
公
開
の
促
進
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 
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一 

国
立
公
文
書
館
へ
の
公
文
書
類
の
移
管
促
進
に
つ
い
て 

2 

今
回
の
内
部
部
局
再
編
に
伴
う
公
文
書
類
の
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
を
内
閣
全
体
と
し
て
促
進
す
る
た

め
、
閣
議
了
解
等
で
内
閣
と
し
て
の
方
針
を
明
確
に
す
る
と
か
、
担
当
大
臣
通
達
を
発
す
る
な
ど
、
前
記
閣 

1 

今
回
の
内
部
部
局
再
編
に
伴
う
公
文
書
類
の
整
理
・
移
動
に
際
し
当
面
不
要
と
認
め
ら
れ
る
公
文
書
類
が

あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
焼
却
・
廃
棄
処
分
す
る
の
で
は
な
く
前
記
「
情
報
提
供
に
関
す
る
改
善
措
置
等
に

つ
い
て
」
の
閣
議
了
解
の
趣
旨
に
沿
つ
て
積
極
的
に
国
立
公
文
書
館
へ
移
管
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、

ど
う
か
。 

本
年
七
月
一
日
実
施
予
定
の
各
省
庁
等
内
部
部
局
の
全
面
的
再
編
の
準
備
（
公
文
書
類
の
整
理
・
移
動
な
ど
）

過
程
で
、
少
な
く
な
い
省
庁
等
で
、
当
面
不
要
と
な
つ
た
と
認
め
ら
れ
る
公
文
書
類
の
一
部
を
焼
却
・
廃
棄
処

分
し
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
重
大
で
あ
る
。 

そ
こ
で
以
下
、
国
立
公
文
書
館
へ
の
公
文
書
類
の
移
管
促
進
等
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

四 

 



 

二 

件
名
外
の
閣
議
決
定
等
の
国
立
公
文
書
館
へ
の
移
管
促
進
等
に
つ
い
て 

過
日
、「
共
産
主
義
者
等
の
公
職
か
ら
の
排
除
に
関
す
る
件
」
に
つ
い
て
の
閣
議
決
定
（
昭
和
二
十
五
年
九
月

五
日
付
）
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
」
に
関
す
る
一
連
の
公
文
書
類
が
国
立
公
文
書
館
に
移
管
さ

れ
、
公
開
さ
れ
た
が
、
こ
の
措
置
が
関
係
者
や
歴
史
研
究
者
な
ど
多
く
の
国
民
か
ら
好
感
を
も
つ
て
歓
迎
さ
れ

た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
一
連
の
「
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
」
関
連
文
書
は
、
件
名
外
の
閣
議
決
定
事
項
と
し
て
、
内
閣

参
事
官
室
の
「
閣
議
及
び
事
務
次
官
等
会
議
付
議
事
項
の
件
名
等
目
録
」
に
掲
記
さ
れ
な
い
い
わ
ゆ
る
「
ま
ば
ろ

し
の
閣
議
決
定
」
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。 

こ
の
た
め
、
歴
史
研
究
家
の
間
で
は
、
こ
の
閣
議
決
定
の
期
日
を
「
昭
和
二
十
五
年
九
月
一
日
」
と
す
る
誤
つ

た
見
解
が
通
説
と
さ
れ
て
来
た
。
後
世
の
た
め
に
も
、
こ
う
し
た
事
実
誤
認
に
導
く
よ
う
な
事
態
を
放
置
す
る 

議
了
解
の
趣
旨
を
改
め
て
全
省
庁
等
に
徹
底
す
る
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

五 

 



 

 

六 

こ
と
は
で
き
な
い
。 

1 
日
本
国
憲
法
施
行
後
、
件
名
外
の
閣
議
決
定
・
了
解
事
項
と
さ
れ
た
た
め
前
記
内
閣
参
事
官
室
公
表
の 

「
目
録
」
に
掲
記
さ
れ
な
か
つ
た
事
項
は
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か
、
そ
の
事
項
又
は
件
名
数
を
年
次
別
に
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。 

2 

歴
史
の
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
件
名
外
の
閣
議
決
定
・
了
解
事
項
に
つ
い
て
も
、
一
九
八
〇
年
の

「
情
報
提
供
に
関
す
る
改
善
措
置
等
に
つ
い
て
」
の
閣
議
了
解
の
趣
旨
に
沿
つ
て
積
極
的
に
国
立
公
文
書
館
へ

の
移
管
と
、
同
館
に
お
け
る
公
開
措
置
を
促
進
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


